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はじめに

一般にグローバ リゼーションと呼ばれる昨今の世界的趨勢の根底にあるのは
、完全自由主義

市場のグローバルな形成 ・確立という世界資本の意図であろう。世界銀行、国際通貨基金など

国際的融資機関がその推進役であり、規制緩和、自由化、民営化、あるいは構造調整などはそ

うした意図実現のための具体的手段 と考えられる。1993年12月 の農産物貿易自由化に関する

ガット・ウル グアイラウンド合意はそうした動きの一環であった。これは、未だ大きな農業部

門を抱える第三世界の多くの国々にとってかな り大きな犠牲を強いるものであることは間違い

ない。

1994年 にWTO加 盟 と同農業合意を議会で批准 したフィリピン共和国は、この農産物貿易自

由化に否が応でも対応 しなければならなくなった。その場合、特に注 目されるのが米とトウモ

ロコシである。米は古くからフィリピン人の主食であり、 トウモロコシはスペイン植民地支配

開始後に持 ち込まれ、中部 ・南部フィリピンで米に次ぐ主食の地位を確保 した。ために、両作

物の栽培には、従来、農民の圧倒的多数が関わ り、広大な農地が充当されてきた。にもかかわ

らず、米の国内生産は国内需要を満たすのがむつかしく、1970年 代後半からの数年間を除い
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て常に、いわゆる 「米危機(ricecrisis)1」 とい う政治 ・社会現象に付きまとわれた。

よく指摘されるように、フィリピンの米とトウモロコシの生産コス トは近隣諸国に比べて高

く、国際競争力の点で劣位にあるといわれる2。今回の貿易自由化によりそれらが国際競争に

曝され るとなると、大勢の農民と広範な農村を巻き込んで、大変深刻な事態を招 くことが予想

される。現在、政府は貿易自由化への対応 としていかなる方向を模索しているのか、その結果

同国の農業はどう変わり農民はどうなるのか、潜在的米危機を抱えてきたフィリピンの食糧問

題の将来はどうなるのか、といった問題が検討 されなければならない。

フィリピン政府のGATT-WTO農 業合意への対応のための基本計画策定は、1997年 末の農業

漁業近代化法(共 和国法8435号 、A:FMA)制 定で完了した。 しか しその実施は、98年 半ばの

ラモス政権か らエス トラダ政権、2001年1月 のエス トラダ政権からアロヨ政権への政権交代

により、大幅に遅れているように見受けられる。事実、2001年7月23日 に行われたアロヨ新

大統領の施政方針演説(StateofNationMessage)で は、貧困対策の4要 素の一つに 「社会

的公平に基礎を置く近代化 された農業部門の確立」を掲げ、大統領の執務室を翌24日 から農

業省にも置き、農業近代化に向けて陣頭指揮に当たることを宣言したほどである。農産物貿易

自由化の影響はすでに人々の生活のさまざまなところに現れているが、本格的影響が農民の足

元に及ぶのはこれからと見て差 し支えないであろう。

以下では、フィリピンにおける食糧問題に焦点を当て、米危機 とその背景、食糧安定供給の

ための国家介入の歴史を振 り返った後、農産物貿易 自由化に向けての政府の取 り組み、農業近

代化計画 と今後の食糧安全保障について検討する。

1.米 危機 とその背景

(1)繰 り返 され る 米 危 機

1935年 、 ア メ リカ統 治 期 のフ ィ リピンで米 危機 が起 こった。 この危 機 の 原 因 究 明 と再 発 防止 策

検 討 の課題 を背 負 って発 足 した 政府 委 員 会 、 米 委 員 会RiceCommissionの 答 申(以 下 「コ ミッ

シ ョン報 告 」 と呼 ぶ)に よる と、 米 危 機 の 展 開 は以 下 の 通 りで あ る(RiceCommission1936;

23～27)。

1935年 の 初 め 、 米 の収 穫 期 が 終 わ りに 近 づ い て き た こ ろ、 マ ニ ラ の 農 商 務 省 通 商 局 に 地 方

駐在 官 な らび に米 生 産者 団 体 か ら35年 度 産 米 に は か な りの 減 産 が あ り うる との 予 測 が届 い た 。

1「 米 危機 」 の概念 は曖昧で、確 立 したものはない。 ここでは一応、米が市場 で品薄 になった り姿を消

して社 会不安 につなが りかねない様相 を呈 した状態 、 としてお く。

21970年 代末 か ら80年 代初 めにかけての数年 間、 フィ リピンが米 を海外 に輸出 した とき、国際 市場価

格 が国内の政府 買上 げ価格 よ り低 いために、輸 出量が増 えれば増 えるほど政府 に とって赤字 が累積 した

とい う経験が、それ をよく物語って くれ よ う。
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通商局長は直ちに本格的調査に乗 り出し、最終的に前年度比15%の 減産との推計値を得た。

しかし、地域間の過不足調整のための輸送能力に支障がなく、米穀取扱業者の投機 ・退蔵 さえ

発生しなければ、前年度からの持ち越 し分を合わせた総供給量は需要推定量とほぼ均衡 してい

るとの結論に達した。

ところが、1935年1月2日 に1ガ ンタ3当た り0.19ペソ4であったマニラの市場米価は、その後

じりじりと上昇を続けて2,月9日 に0.23ペ ソとなった。以後 しばらく小康状態が続いたが、雨季

(6月 ～11月)の 到来 と共に台風シーズンに入 り、台風と洪水の影響が出始めるや否や、米価は

再び上昇局面に入 り、7月 には0.26ペソ、8月19日 には遂に0.28ペ ソにまで跳ね上がった。総督

は台風などの被災地に災害事態(stateofcalamity)宣 言を出して米価上昇の抑制に乗 り出し、

通商局長はマニラ周辺地区から米生産者、精米業者、米穀商を招いて米価安定への協力を要請す

るとともに、マニラ通商センター商品取引所ManilaTradeCenterandExchangeに 、市内低所

得者用の米の買い付けを命 じた。9月 に入って総督は、遂に、非常事態(stateofemergency)

を宣言 して、米の緊急輸入を閣議決定すると共に5、米の退蔵 ・投機行為に対し厳罰をもって対

処することを表明、財務、農商務、法務の3長 官に対 しては事態への恒久的対応策検討 を命 じ

た。コミッション報告は、当時の社会情勢には全く触れていないが、前後の脈絡から推 して、マ

ニラなどの大都会では社会的緊張が相当な状態まで高まっていた可能性は十分に推測できる。

かくして政府は米価の更なる上昇の食い止めに成功 したが、ここに米危機がフィリピン史上初

めて実体 となり、以後この状態は潜在的危機 としてフィリピン社会に付きまとうことになった。

戦後最初の米危機 は、1961年 の大統領選挙戦の最中に起こった。当時、野党 リベラル党の

大統領候補であったD.マ カバガルは、ガルシア政権の食糧増産政策失敗を激 しく非難 ・攻撃

していた。その最中に、突如 として米がマニラの市場から姿を消 して米価が急騰、それに抗議

する民衆によって事態は、米騒動発生寸前の状態に立ち至った。これに対 して政府は、一方で

官憲を動員 して商人たちの退蔵米吐き出しを迫ると同時に、他方で外国か ら米を緊急輸入 して

市場に供給、米価の沈静化 と社会の混乱回避 に努めた。

こうした事態はその後も繰 り返される可能性が非常に高く、大統領選挙の年には米の輸入が増え

る傾向にある。1965年 と1998年 の大量輸入は選挙と無関係 とはいえない。また、米危機 といわれ

た年は、疾風怒涛 といわれ社会不安が最高に達 した1970年 代初頭、経済危機の最 中の1984～85

年、 自由化政策の影響で調達率が急落した1995年(BON劭o広sα η4.F㎏%70s23-15/16)、 ラ ・

ニーニャといわれ豪雨に見舞われた1998年(」%欄!鞭 〃s&y伽 ∫10-6 ,12-2)な どである。この

ように見てくると、フィリピンは大体10年 に1～2回 の割合で米危機に見舞われていることになる。

3穀 物 容 量 単位 で 、1ガ ンタ は3リ ッ トル 、25ガ ン タ=1カ バ ン=米57kg。

4当 時 の為 替 レー トは1ド ル=2ペ ソに 固定 され て い た。

51935年 の 米 危 機 の と き に 行 わ れ た 米 の 緊 急 輸 入 は 、 全 体 で1万6 ,000ト ン で あ っ た(Rice

Commission1936;26)。 これ か ら も、 当 時 の 不 足 分 が そ れ ほ ど大 き くは な か った こ とが 推 察 で き よ う。
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(2)危 機 の背景

フィリピンで米は、元来、自給できていたし、若干の輸出さえみられる状態であった。 とこ

ろが、スペイン植民地支配下にあった18世 紀末以降、商品作物生産の展開過程で次第に、国

内産米だけでは人々の食糧需要を満たせ なくなり、19世 紀半ばからはほぼ毎年米を近隣諸国

からの輸入に依存す るようになった(USBureauofCensus,1905;86～88)。 当初ごく少量

であった米輸入量は、フィリピン革命、反米闘争 と戦乱が打ち続いた19世 紀末か ら20世 紀初

頭にかけて大幅に増大、年間10万 トン台が1899年 から1910年 代前半まで続いた。1910年 代末

から30年 代初めまでは緩やかながら籾米収量改善がみられた時期で(梅 原:1992、53-54)、

その結果年々の輸入量は減少を続け、30年 代半ばには年間1万 トン前後、年によっては輸入

ゼロのレベルまで下がった(RiceCommission,1936;70)。

1935年 の米危機は、国内産米が需要に対 して大きく不足 したからではなく、それが需要に

ほぼ見合 うかやや不足気味とい う状態にあったことにその原因を求めることができる。米はフィ

リヒ.ン人の基本食糧であって、全人口の8割 がこれを主食 とし、残 りの2割 が トウモロコシを

主食とするといわれていきた。それだけに米は、栽培農家数、作付面積、収穫量のいずれにお

いても農業部門中最大を誇 り、 トウモロコシ作がそれに続いた。にもかかわらず、その生産量

は国内需要に対 してやや不足気味を常態 としたため6、米の輸入は常に政府が採るべき最後の

手毀 と考えられた。 コミッション報告でも、生産の不足 と同時に過剰対策の重要性が論 じられ

ているほ どである(Ibid.;4,14)。 もう一つは、米の流通が戦前から華人系商人に牛耳られて

いて政府が十分コントロールできなかった点である(lbid.;17-18)。 その結果、中央の大手米

穀卸売商が米流通量を若干操作することで簡単に米価を変動 させることが可能 となった。 しか

も、米は戦後 も1960年 代前半まで、フィリピンの物価水準を決める基軸商品でもあったから、

ちょっとした流通操作により米価が上昇 し、社会全体が大きな混乱に陥った。かかる状態の中

で最初の米危機は発生 したのである。

戦後の米危機は、国内産米の大幅不足を原因とするものであった。1950年 代までは戦前の

状況に大きな変化はなかったが、稲作生産力が停滞する中で人口は爆発的増加を続けた結果、

60年 代に入 ると需要と供給のギャップが拡大し輸入量が年々増大 した7。 ところが、1960年 代

後半以降には 「緑の革命」が始まって、停滞を続けてきた稲作生産力が年々大幅に伸びるよう

になった。そうして70年 代後半にフィリピンは遂に米自給を達成、78年 か ら83年 までの6年

間は毎年米を海外に輸出するまでになった8(図 一1参 照)。その後は再び輸入が繰 り返 される

が、1990年 代の前半までは、籾米収量 も多少伸びていて、輸入ゼ ロあるいは若干の輸出をみ

61930年 か ら34年 ま で の5年 間 の米 需 要 量 は年 平 均133万 トンで あ っ た 。 これ に対 して 国 内 産 米 は年 平

均142万 ト ン 、 こ れ か ら 種 子 や 損 耗 分 を 差 し 引 い た 供 給 量 は 平 均132万 ト ン で あ っ た(Rice

Commission;70,74)。

71961年 が19万 トン、63年 が26万 トン、64年 が30万 トン、65年 が56万 トン と な って い る(IRRI1995;

36)。

8こ の6年 間 の 米 輸 出 量 は 、 合 計61万 トンで あっ た 。
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る年 もあ り、「緑の革命」の効果が続いていたと考えられる。

図一1米 輸 出 ・輸入量 の変遷1971～2000年

出 所IR:RI,防 名」4.R30θS励 ∫'20∫1993-94,hosBanos,】 コaguna,1995

NEDA,」 劭 吻 餾 θS励s'36σ1}セ α吻o々,1982,1986,2001,Manlla

(3)最 近 の動 向

注 目されるのは90年 代以降の傾向である。なぜなら、最近の籾米 ・トウモ ロコシ生産の増

加率が大幅に低下ないしマイナス成長に転 じているからである。表一1に よると、1965年 か

ら80年 までの籾米生産は年率45%、 トウモロコシは59%と いう大幅な伸びを記録 している。

トウモロコシ生産は80年 代に入っても順調で、年率41%で 伸びた。 これは政府の畜産振興 と

深く関連する。すなわち、それまでの食用白色 トウモロコシに代わって家畜飼料用黄色 トウモ

ロコシの大きな需要が起こり、農家がそれに対応 したものであった。ところが、米生産の増加

率は80年 代には22%に 落ちた。それでもまだ人 口成長率をやや下回る程度であったが、90年

代に入るとそれが年平均157%に まで下が り、人口増加率(234%)を 大幅に下回ることになっ

た。しかも、その伸び率の大半を収穫面積の増加に依存していることが表一1か ら明らかであ

る。

1970年 代に政府機関が行った穀物消費パターンの調査によると、フィリピン人は一人当たり

年間平均139kgの 穀物を消費 した。その内訳は米およびその加工食品が106kg、 トウモロコシお

よびその加工食品が22kg、 小麦11kgと なっている(Collado,etal,1985,71)。 当時に比べる

と、現在の消費パターンは米からさらに一段 と小麦の方に移っていると考えられるが、ここで
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表 一1穀 物生産 の趨勢=1965～1999年

籾 米 トウモ ロ コシ

年次 生産量 増加率 面積 増加率 生産量 増加率 面積 増加率

(000t) (%) (000ha) (%) (000t) (%) (000ha) (%)

1999 10,910 3,736 4,306 2,502

1.57 1.01 ▲0.92 ▲4.25

1990 9,484 3,414 4,677 3,700

2.21 ▲0.40 4.06 1.36

1980 7,690 3,552 3,142 3,231

4.51 0.84 5.91 3.44

1965 3,970 3,132 1,328 1,976

注:年 次 は、各年次 の前後年 を含む3年 間の平均 、増加 率は年 次 と年 次の間の年平均増加率。なお、 ▲は

マイ ナス増加率 を示す。

出所:NEDA,.劭 〃吻 吻S纏s'加1y伽600々,1g76,1g86,1ggg,2001.

仮 に米 を100kg、 トウモ ロコ シ20kgと す る と、1995年 の総 人 口は6,862万 人 で あ るか ら、 米 の需

要 は686万 トン、 トウモ ロ コシ137万 トン とな る。 こ こで 籾 米 の 歩 留 ま りを65%と す る と、 同年

の 米供 給 量 は685万 トン とな り、 不 足 分 はそ れ ほ ど大 き くは な か った 。 に もか か わ らず この 年 に

米 危 機 が い われ た の は 、 国 家 食 料 庁NFAの 籾 米 調 達 率 が生 産 量 の わ ず か0.2%と い う低 い水 準

に 止 ま った こ と(表 一2参 照)、 そ こに大 手 米 穀 卸 売 商 が 人為 的 に不 足 状 態 を作 り出 した こ と、

そ れ に よ り米価 高 騰 を招 い た か らで あ る。

2000年 セ ンサ ス 時 の 総 人 口は7,650万 人 で あ る か ら、米 消 費 量 は765万 トン、 トウモ ロ コ シは

153万 トン とな る。1998年 か ら2000年 の3ヵ 年 平均 で 白米 自給 量 は709万 トンで あ る。 こ こで 消

費 量 と自給 量 を 単 純 に比 較 す るだ けで も、 米 の 不 足 分 は55万 トン とな る。 実 際 に は、 この 他 に

種 子 お よび 各 種 損 耗 が 差 し引 か れ な けれ ば な らない か ら、 不 足 分 は 更 に 大 き くな る の はい うま

で もな い 。 事 実 、米 の輸 入 量 は 、 最 近 の3年 間(1998～2000)に348万 トン 、年 平 均116万 ト

ン とい う高 い水 準 に達 して い る(表 一3参 照)。214万 トン とい う膨 大 な輸 入 のあ った1998年 を

除 く最 近 の5年 間 をみ て も、年 平均64万 トン にな る。

トウモ ロ コ シ の 場 合 は 生 産 量431万 トン に対 して需 要 は153万 トン で あ るか ら、 国 内 生 産 で

需 要 を賄 え る状 態 に み え る。 しか し、 表 一3に よ る と1995年 以 降 毎 年 平 均37万 トン もの 輸 入

が続 い て い る。 これ は 、家 畜飼 料 用 の黄 色 トウモ ロ コシ が大 幅 に不 足 して い る結 果 で あ って 、

食 用 の トウモ ロ コシ が不 足 して い る わ け で は な い。
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表 一2NGA/NFA籾 米 調 達 率 の 変遷:1974～1999年(単 位:百 万 トン)

年 次 総生産量 NFA調 達量 調達率(%)

1974 5.84 0.09 1.6

1975 5.91 0.23 3.9

1976 6.43 0.27 4.9

1977 6.74 0.63 9.3

1978 7.19 0.51 7.1

1979 7.51 0.75 10.0

1980 7.65 0.55 72

1981 7.91 0.58 7.3

1982 8.33 0.65 7.8

1983 7.29 0.53 7.3

1984 7.83 0.29 3.7

1985 8.80 0.40 4.5

1986 9.25 0.42 4.5

1987 8.54 0.57 6.7

1988 8.97 0.26 2.9

1989 9.46 0.20 2.1

1990 9.32 0.92 9.9

1991 9.67 0.51 5.3

1992 9.13 0。42 4.6

1993 9.69 0.26 2.7

1994 11.10 0.06 0.5

1995 10.54 0.02 0.2

1996 11.28 0.12 1。1

1997 11.27 0.08 0.7

1998 8.55 0.06 9.7

1999 11.80 0.56 4.7

出所:NEDAINFA(1Bα 〉劭6孟s砌4理g%名8s,23-15/16か ら再 引用)

表 一3穀 物の生産 と輸入 の動 向:1990～2000年

籾 米 トウモ ロ コシ

年次 目標 生産実績 収穫面積 収量 輸入 目標 生産実績 収穫面積 収量 輸入

(000t) (000t) (000ha) (t/ha) (000t) (000t) (000t) (000ha) (t/ha) (000t)

2000 11,700 12,389 4,038 3.07 560 4,406 4,511 2,510 1.80 570

1999 11,250 11,787 3,999 2.75 780 4,282 4,585 2,642 1.74 180

1998 一 8,555 3,170 2.70 2,140 一 3,823 2,354 1.62 370

1997 一 11,269 3,842 2.93 720 一 4,332 2,726 1.59 330

1996 11,510 11,284 3,951 2.86 890 一 4,151 2,736 1.52 560

1995 10,960 10,541 3,759 2.80 260 6,226 4,129 2,692 1.53 210

1994 10,440 10,541 3,759 2.89 0 5,854 4,519 3,006 1.50 0

1993 10,796 9,434 3,282 2.87 210 5,536 4,798 3,282 1.52 0

1992 10,381 9,129 3,198 2.85 0 5,247 4,619 3,331 1.39 0

1991 10,001 9,319 3,319 2.80 0 4,986 4,655 3,590 1.30 0

1990 一 9,319 3,319 2.80 590 一 4,854 3,820 1.27 350

注:輸 入 米 は す べ て 精 米 。

出所:NEDA,1999P励 妙 〃θS孟α'醜oα1}功7わoo々,Manila,1999;2001劭 ゴ1吻吻S嬬s'∫oα1y臨 わooん,Manila,

2001;NEDA,1吻 伽 勉一乃翩1翫 物 吻61)2"6勿 甥翩P伽1999-2004,Manila,1999;DA,7劾P嬲 吻 吻

497∫6π伽 名α〃)6〃61qρ〃zθ〃'1「Zαπ1991-1995,Q.C.,1ggo.
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2.食 糧安定供給のための国家介入

(1)国 家 米 穀 公 社NARICの 設 立

フ ィ リ ピン の米 産業 が 直 面す る諸 問題 を供 給 、 価 格 、 分 配 、 地 主 ・小 作 関係 の4つ と した 米

委員 会 は 、1936年3月6日 、 コモ ン ウエ ル ス 大 統 領 に対 して 米 穀 安 定 供 給 の た め の10項 目9の

勧 告 を行 っ た(RiceCommission;3-4)。

a.国 家 開 発 会 社NDCloの 関連 組 織 と して 厂国家 米 穀 公 社NationalRiceandCornCorpora-

tion;略 称NARIC」 を新 設 し、 米 穀 の購 入 、販 売 事 業 に 当た らせ る。

b.大 統 領 は 、 当 面 の 非 常 事 態 に対 処 す るた め、 公 社 を 救 済機 関 と位 置 付 け て 、 十 分 な 米 を

海 外 か ら無 関税 で輸 入 で き る よ うにす る。

c.フ ィ リ ピン 国 立 銀 行 な ど公 的 金 融 機 関 は 、 高 利 貸 しの被 害緩 和 の た め に 、 小 作 農 家 と地

主 に対 し作物 ロー ン な どの融 資 を提 供 す る。

d.政 府 は 、 米 の過 剰 生産 回避 の た め に土 地 政 策 を活 用 す る。

e.政 府 は、 籾 米 ・米 お よび 副 産 物 の 新 た な 商 業 的 用 途 の研 究 ・開発 を進 め る。

f動 力 付 精 米 機 に よ る精 米 に対 して 、1カ バ ン11当 た り3セ ン タボ12の課 税 を実施 す る。

g.公 平 な地 主 ・小 作 関 係 樹 立 の た め の 法 制 化 を 目指 して 、 全 国 で 系統 的 に 地 主 ・小 作 関係

に 関す る 実態 調 査 を 実施 す る。

h.米 穀 度 量 衡 統 一 のた め に、1カ バ ンの 重 量 は 籾 で44kg,白 米 で57kgを 標 準 とす る。

i.ト ウモ ロ コシ につ い て緊 急 事 態 が 発 生 した 場 合 に は、 上 記 勧 告 が そ の ま ま 適 用 され る。

以 上 の勧 告 の うち 、最 大 の 目玉 が米 穀 公 社 設 立 で あ っ た こ とはい うまで も ない 。 設 立 の 目的

は 、 米穀 生 産者 の 収 益 が保 障 され る よ うな価 格 の維 持 と消 費 者 に とって の米 穀 価 格 の暴 騰 抑 制

で 、 そ の た め に 、 幾 つ か の権 限 が付 与 され た。 コ ミ ッシ ョン報 告 に あ る公 社 定 款 に よ る と、 同

公 社 に 与 え られ た権 限 は 、a.籾 米 ・精 米 ・ トウモ ロ コシ の 売 買 、 輸 出 入 、 そ の他 交 換 、b.輸 送

手 段(ト ラ ッ ク、 鉄 道 な ど)・ 精 米 所 ・穀 物 貯 蔵 用 倉 庫 ・関連 施 設 の所 有 ・リー ス ・保 有 、c.

米 ・ トウモ ロ コ シ取 引 の エ ー ジ ェ ン ト、 ブ ロー カ ー 、 特 命 商 人(commissionedmerchant)

と して の 行 為 、d.米 穀 産 業 関連 活 動 へ の 融 資 、e.資 金 借 入 れ 、£目標 達 成 に 関 わ る あ ら ゆ る契

約 の 締 結 、g.フ ィ リ ピン 国 内 ・国外 に お け る事 務 所設 置 な らび に公 社 権 限 の 行 使 、 な どで あ る

(Ibid.;54-55)。 こ こで 米 穀 の 売 買 とい っ た 場 合 、 それ は 通 常 の 商 取 引 で は な く、 支 持 価 格 に

よ る生 産 者 か らの 米 の 買 付 け で あ り、 ま た 非 常事 態 回避 の た め の 緊急 輸 入 米 の市 場 販 売 の こ と

で あ る。

910項 目の うち 一 つ は 法 手続 き 上 の こ とで 、実 質 的 に は9項 目で あ っ た。

10NationalDevelopmelltCompanyは 、1919年 に 政 府 が 各 種 事 業 活 動 を行 うた め に 半 官 半 民 の会 社 と

して設 立 され が 、 コモ ン ウエ ル ス 政府 発 足後 の1936年 に政 府 の持 株 会 社 とな っ た。

11カ バ ン は穀 物 の 容 量 単位 で75リ ッ トル 、 そ の 重 量 は 籾 米 で44kg、 白米 で57kg。1974年 以 降 は籾 米 で

50kgが1カ バ ン とな っ た 。

12ペ ソの100分 の1。
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か くして1937年 に、米穀の安定供給を大義名分 として国家米穀公社が発足、 ここに政府に

よる米穀産業への介入が始まった。この介入は、その後組織 ・名称変更などを繰 り返して今 日

まで継続されている。米穀公社は、第二次世界大戦中その機能が 日本軍政下の国家米穀供給所

BigasangBayanに 取 って代わられたが、戦後は復活 して1962年 の 「米穀庁RCA」 に改組 さ

れるまで存続 した。 もっとも、その間1950年 に短期間だけ価格安定機構PRISCOに 主要機能

が移管 されたことがある。なお、先述の公社定款 によると、公社の存続期間は30年 間となっ

ているか ら、改組が4年 だけ早まったといえるのかもしれない。

(2)国 家穀物庁NGAか ら国家食料庁NFAへ

1965年 、米穀庁は庁内の汚職のために米の直接買付停止命令を受け、以後、事実上の機能停

止状態にあった。1970年 代初頭の激動の中でマルコス大統領は、これまでのRCAに 代えて 「国

家穀物庁」を新設した。それが戒厳令布告からわずか1週 間後の72年9,月28日 に出た大統領令

第4号 によるものであったこと、しかも同庁が大統領府に置かれたことの意味は大きい。大統

領が同庁をいかに重要視 していたかを示すものだからである。穀物庁の安定供給対象穀物は従

来の米 とトウモロコシの他に、飼料穀物、ソルガム、モンゴ豆、ピーナッツなどに広がるとと

もに、次の権限が付与された。すなわち、支持価格による籾米の買付け、国家米穀備蓄NBSの

維持管理、土地 ・建物 ・施設 ・その他不動産の所有 ・リース ・保有、業務遂行上のあらゆる契

約の締結、在庫調査のための倉庫への立ち入 り検査、品薄 ・価格急騰時の退蔵穀物の押収命令、

品質等級付け ・検査 ・実験 ・命名 ・度量衡単位などの基準作成 とその実施、穀物産業振興およ

び流通改善のための調査研究への協力、穀物倉庫と精米所の登録 ・認可 ・監督と認可料の徴収、

米穀輸入関連細則の制定、米穀輸出実施細則の制定、米穀関連事業従事者の登録 ・認可、管理

および認可料の徴収、などである。

1960年 代後半に始まる稲作の 「緑の革命」は、マサガナ99計 画13など70年 代の積極的普及

計画実施 により大幅な進展をみた。その結果、1978年 には籾米生産は国内の需要を満たして

なお数万 トンの余剰を出すまでになり、政府は宿願の 厂米自給達成」を高々と宣言 した。翌79

年には13万 トン、80年 には23万 トンの余剰米が近隣諸国に輸出されたのである(図 一1参 照)。

こうして食糧供給に自信をもった政府は、食糧 自給達成後の農政の最重要課題を米とトウモ

ロコシな ど 「食糧の増産 ・自給化」から 「食料 と栄養」 に変更(MinistryofAgriculture;

1980)、 安定供給の対象を主食重視から栄養改善に配慮した、食料全般に広げた。

基本方針変更に伴って、政府は、1981年1,月14日 、大統領令第1770号 を発表 して穀物庁を

食料庁NFAに 改組 した。同庁の使命は、国家の主食供給の確保 と価格の安定であり、具体的

目標 として社会的貧困層 にも購入可能な価格で主要穀物を供給すること、農民の投資が収益を

生む ように庭先価格 を安定させ ること、ポス ト・ハーベス トに関する最新施設 ・技術を動員 し

13稲 の近 代種子普及のために策定された、小農 向けの無担保融資計画で、1973年 から87年 まで存続 した。
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て穀物の流通改善を達成すること、穀物流通産業の競争力 ・透明度 ・責任能力向上のための開

発規制を徹底すること、とされた(N:FA;2001)。 さらに、必需食料の安全保障と供給 と価格

の安定を実現するためにNFAは 、次の6つ の戦略 目標を設定 した。第1に 消費者 ・生産者双

方にとって妥当な価格設定のための市場介入、第2に 政府備蓄の確保と管理、第3に 支持価格、

放出価格の調整、第4に 流通施設改善、第5に 穀物品質 ・包装の標準化 と許認可制による穀物

業者の統制、第6に 米穀流通研究と普及、である。

政府が理想 とする食糧安全保障確保のための備蓄基準は、国内米消費量の90日 分 と設定 さ

れている。その内訳は、各家庭内保有分、米穀商店在庫分、政府備蓄分がそれぞれ30日 分で

あった。政府備蓄には2種 類あって、一つは戦略的米備蓄StrategicRiceReserve(SRR)で

あり、他は通常米備蓄RiceBuf£erStock(RBS)で ある。前者は1年 を通 していついかなる

時でも国内消費量の最低15日 分の備蓄をもっていること、後者は毎年7月1日 の時点で30日 分

の備蓄(こ れには戦略的備蓄が含まれる)を 保有すること、と設定されている(Ibid.)。 フィ

リピンでは7.月 から9月 にかけての3ヵ 月間が通常米の端堺期になるからである。なお、生産

過剰が予想 され る場合 には、SRR備 蓄を15日 から7日 分に、RBS備 蓄を30日 分から15日 分に

減らして対処すること、となっている。

(3)国 家介入の実績

以上みてきたように、米穀産業への国家介入は、制度的には1937年 から存続 してきた。そ

の実績はどのように評価 されるのであろうか。これら機関に期待 された機能は多岐にのぼるが、

中心は一貫して、消費者への食糧安定供給と生産者の庭先価格安定であった。前者については、

国内生産の過不足分を海外からの輸入あるいは海外への輸出によって調整 し、米危機を最小限

に抑えたとい う意味で、それな りの役割を果 してきたといえよう。 しかし後者については、決

して十分に機能したとはいえない。 というのも、一つには米穀流通が当時から華人系商人に握

られていたからである。この状況に対 して一撃を加えようとしたのが1961年 の共和国法3018

号(米 穀産業をフィリピン市民に制限する法律、通称、米穀流通国有化法)で あった。これに

よって、米穀流通における外国人支配を一掃 し、当時6万 といわれたフィリピン人小売商、精

米業者 、卸売商、穀物倉庫所有者に参入 の門戸が大 きく開かれたといわれ る(IBON23-

15/16;2)。 しか し、今 日でもマニラには、「ビッグセブン」と呼ばれる大規模米穀卸売業者が

いて、米流通カルテル を結んでいる(Alarde-Regarado,etal.1992;33)。 それ らの社名か

らは分からないが、所有者、代表者名でみるといずれも華人系であることが分かる。この米穀

カルテルは、当然、食糧安全保障の大きな障害の一つに数えられている(Ibid.)。

もう一つは、NGAIN:FAの 籾米調達能力の問題である。表一2に よると、調達率(総 生産量

に対するNGAIN:FAの 農民からの買付け量の割合)が 相対的に良かったのは、1977年 か ら83

年までの7年 間で、この間調達率は7～10%で 推移 した。生産量の1割 前後 をN:FAが 支配で

きれば、場合によっては市場への影響力を十分発揮できる。 しかし、上述の 「ビッグセブン」
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のカルテルが存在することを考慮すると、この程度の調達率では市場影響力は皆無に近い。 し

かもこの調達水準は 「緑の革命」の最盛期のことで、米 自給化を達成 し、米の海外輸出が行わ

れた数年間と一致する。 したがって、そこには輸出のための政府買上げが含まれていると考え

られる。その点で、この間の数値を額面 どお り受け取って通常の調達率 と考えることはできな

い。1980年 代半ば以降は国の経済状態の悪化に伴 う予算削減の影響、さらに1988年 のIM:F構

造調整の影響で民営化の圧力が強ま り、N:FAは 一段と調達力を失った。その結果、1994年 か

らは調達率が1%未 満 とい う状態になった。 これではNFAの 生産者に対するインセンティブ

はもとより、米市場に対す る影響力もミニマルに止まらざるを得まい。

また、NFAは 農民か ら支持価格による籾米買付けを行ってはいるが、普通の小農民がその

生産物を買い上げてもらうことは稀である。N:FA倉 庫までの運搬はもとより、籾米乾燥度な

ど細かい条件を満たすのが農民にとって困難だからである。結局、N:FAが これまでに買い上

げてきたのは、農協その他の組織化 された農民のものに限られた。このようにみてくると、

N:FAの 影響力は、唯一緊急事態における米輸入の独占的権限だけだったということになる。

3.農 産 物貿易自由化への政府の対応

(1)WTO合 意 批 准 と そ の 後 の 対 応

東 南 ア ジ ア諸 国連 合(ASEAN)に 結 集 す る6力 国 首 脳 は 、1992年1.月 、前 年 の首 脳 会 議 合

意 に も とつ い て 、 自由 化 に よ る域 内 貿易 拡 大 を 目指 した アセ ア ン 自由貿 易 地 域(AFTA)結 成

を含 む シ ンガ ポ ー ル 宣 言 に調 印 、 翌93年 か らA:FTAの 活 動 が 開始 され た 。1986年 末 に ウル グ

ア イ の 海 岸 リ ゾー ト、 プ ン タ ・デ ル ・コ ス タ で 始 ま っ た ガ ッ ト ・ウル グ ア イ ・ラ ウ ン ドは

1994年 半 ば に よ うや く最 終 合 意 をみ た(Tujan,2000;7)。 フ ィ リ ピ ン共 和 国 は 、1994年 に

WTO加 盟 お よびGATT-WTO合 意 を議 会 で批 准 、 これ に よ り1995年 か ら 向 う2004年 ま で の10

年 間 に農 産 物 輸 出入 貿 易 に お け る 関税 化 と数 量 規 制 撤 廃 、農 業 補 助 金 な らび に輸 出補 助 金 の 削

減 ・廃 止 義 務 を負 っ た 。 た だ し、 米 につ い て は 、 日本 と 同様 に 、10年 間 の 関 税 化 実 施 延 期 ρ

特 例 措 置 適 用 を 受 け た た め 、 そ れ が 実 効 特 恵 関 税(CEPT)計 画 に含 ま れ る の が2005年 、 そ

れ か ら5年 か け て 関税 率 を50%に まで 引 き下 げ る こ と とな っ た(Aquino,1999;8-10)。

こ う した 貿 易 自由化 に 向 けた 流 れ の 中 で 、 フ ィ リ ピ ン政 府 は 、1995年12月 、 上 下 両院 合 同

決 議 第1号 に よ り議 会 内 に上 院議 員6名 、 下 院議 員6名 か らな る農 業 近 代 化 に 関す る議 会 委 員

会(CongressionalCommissiononAgriculturalModernization、 通称AGRICOM)を 設 置 し

た。1996年 に は 「農 業 関税 化 法(共 和 国 法8178号)」 を 制 定 、N:FAの 独 占 的米 穀 輸 入 権 限 の 再

確 認 と、 米 穀 以 外 の 作 物 の輸 入 数 量規 制 撤 廃 、 関 税 化 を実 施 した。 さ らに1997年12月 に は 、

議 会 委 員 会 の 最 終 目標 で あ っ た新 法 の 制 定 、 共 和 国 法8435号 、 通 称 、 「農 業 漁 業 近 代 化 法

(AgricultureandFisheriesModernizationActof1997:A:FMA,)」 の 制 定 に成 功 した 。 こ
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の農業漁業近代化法にもとついて、1998年 には、その施行細則である農業省令第6号 が発表

された。 しかし、後述 されるように、法律にもとつく近代化計画策定には未だ至っていない。

その後2度 にわたる政権交代があって、その実施は大幅に遅れているが、その方向はすでに不

可逆的とみなければならないであろう。アジア諸国が深刻な経済危機に見舞われた直後の1998

年、ハノイで開かれたアセアン首脳会議では、自由化の流れが停滞するどころか、一層の投資

奨励 と貿易 自由化を促進することを再確認 した、いわゆる 「大胆な施策宣言StatementofBold

Measures」 が発表されたほどだからである(lbid.;2)。

(2)上 下 両院合 同農 業委員会

合同委員会設立の趣旨は、現行農業および農業関連政策 ・戦略 ・計画を再検討 し評価 し直す

ことで、そのための任務 として委員会には、a検 討 ・評価のためのガイ ドラインと枠組み作成、

b.大統領 と議会への定期的報告、c.大統領 と議会に対する、実施計画付勧告を含む最終報告の

提出、d.法律制定その他の採択勧告、e審 議中の法案の再検討 と優先順位付け、などが課せ ら

れた(合 同決議第1号)。

任務遂行に与えられた期間は12ヶ 月であった。 この間に合同委員会は、まず、事務局なら

びに専門スタッフを編成し、関係各省庁に対して検討に必要と思われる関連資料の提出を請求、

関係する官庁、民間セクター代表を召還して聴聞会を開き、農業漁業部門の現状 と問題点の把

握 に努めた。そ うして、解決策の策定、関連する現行法案の整備、新法制定の準備に入った。

合同委員会の農業漁業問題 に関する現状認識は、以下の通 りである。

第1に 、フィリピンの農業は、植民地時代には基本的に保護政策下にあったこと(輸 入禁止、

輸入割当 ・ライセンス制など)、戦後は工業化優先政策の下での農業搾取もしくは無視が原因

で著しい低生産性がはびこり、国際競争力を失ったと考えられ ること、第2に 、農村における

おびただ しい貧困の蔓延(特 に農業労働者世帯、米 ・トウモロコシ農家で顕著)は 、農民 ・労

働者の所得 ・資産の不平等、教育 ・保健 ・衛生 ・各種インフラへの接近不能にその原因が求め

られ る、とした(CongressofthePhilippines,c.1998;13・21)。

かかる問題解決の方策として、農業および漁業部門の近代化 を進めること、それにより同部

門を企業者精神旺盛な農民耕作者からなる、革新 と変化を追い求め、ダイナ ミックで、高度に

生産的かっ競争的部門に転i換する、とした(Ibid.;32-32)。 その場合、農業の担い手 としては

現在のような小規模 自作農場 を前提 として、基本的に小農制を維持す ること、小経営が目指す

方向としてはヨーロッパ農業に範を求め、西欧諸国型の競争力のある近代的農業経営の確立を

目指 し、2010年 ころの農業部門の比重を国民総生産の10～15%、 就業人口の10～15%程 度 と

想定した(Ibid.;34)。

ここでやや疑問に感 じるのは、耕地環境の全 く異なる西欧農業にフィリピン農業の理念型を

求めるとい う点である。 これは水 田稲作経営を放棄 して畑作中心の経営に転換することを意味

するように思われるが、果たしてそれが可能であろうか。
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(3)農 業漁業近代化法の制定

農業漁業近代化法は、序に相当する第1～4条 と第1部 か ら第5部 までの全120条 からなる。

この法律の基本政策理念は、第2条 にみ られるように、a.雇用機会 ・所得 ・財産の公平な分配、

b.国民の生産する財 とサービスの安定的増大、c.生産性増大による国民(特 に非特権階層)の

生活の質の向上、の3点 にある。っま り、農業生産の安定的増大を軸に、公平な分配により、

人々(特 に低所得者層)の 生活の質的向上を目指 している。これ ら基本 目標の実現のために、

第3条 で10項 目にわたる具体的目標が設定される。それ らは、a.資源利用型から技術依存犁へ

の移行による農業漁業近代化の推進、b資 産 ・資源 ・サービスへの公平なアクセスの保障と、

高価値作物の栽培 ・付加価値の増大 ・アグリビジネス推進による農業部門の収益と所得増 大、

c.食糧の安定供給の保障、d.'協同組合 ・農民組合 ・企業 ・中核エステー ト(nucleusestate)・

合併農場(consolidatedfarm)を 軸 とす る農民の水平的 ・垂直的統合促進、e.PO・NGO・

協同組合の組織強化 と、それら組織の政府意思決定および計画実施過程への参加による、組織

基盤強化 と人的能力の向上、£ 市場動員型方法による国際的比較優位の確保、g.付加価値階梯

(value-addedladder)の 継続的上昇、h.工 場の地方分散 と農村工業の振興、i.生産性および

市場効率改善のための社会経済的調整、j,生活の質的改善、である。

これ ら目標達成のための方法、手段を具体的に述べたのが第1部 以下の5つ の部である。生

産流通サポー ト・サービスと題する第1部 は、第1章 戦略的農業漁業開発地区(5～12条)、

以下、農業漁業近代化計画(13～19条)、 信用(20～25条)、 灌漑(26～37条)、 情報 ・販売

支援サー ビス(38～45条)、 その他のインフラス トラクチャー(46～59条)、 生産物規格化 と

消費者の安全(60～64条)の7章 からなる。続 く第2部 は農業近代化のための人的資源の開発

(65～79条)、 第3部 は農業研究 ・開発の推進と成果の普及(第80条 ～95条)、 第4部 は農村の

非農業雇用(第96条 ～107条)、 そして最後の第5部 が貿易および財政上のインセンティブ(第

108条 ～120条)、 となっている。

ここで注目されるのが具体的目標のd,つ ま り農民の水平的 ・垂直的統合である。合同委員

会の報告にあるように、近代化の過程で小農制は維持されるとい うことであるが、ここからも

分かるように、結局競争力のある企業経営の傘下に小農民を組織化することが目論まれている

わけである。これは小農制の維持ではなく、小農の法人 ・組合への統合である。その意味で近

代化法のね らいは、小農制維持ではなく、むしろ、小農制からの決別 とみるべきであろう。

4.農 業漁業近代化計画と食糧安全保障

(1)戦 略的農業漁業開発地区

農業および漁業部門はどのようにして近代化されるのであろうか。近代化を進めるに当たっ

ての大前提が、第1部 第1章 の戦略的農業漁業開発地区(StrategicAgricultureandFisheries
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DevelopmentZone:略 称SA:FDZ)と い う新概念である。法律第6条 によると、「農業省 は、

地方自治体と協議の上で、土地が食料および非食料生産および農業関連工業化のために効率的

かつ持続的に利用されるのを確実にすべく、農業および農業関連工業化保護地区ネッ トワーク

NPAAAD内 に戦略的農業漁業開発地区を設定す る」とある。農業および農業関連工業化保護

地区とは、農…業省土壌 ・水管理局DA-BSWMが 、農業 ・農業関連工業開発用の効率的土地利

用 を保障 し持続的成長を促進するために、国家地図資源情報局NAMRIAと 共同 して認定した

農業地域のことで、すべての灌漑地、灌漑可能地、沖積平野、農業関連工業用作物栽培地、生

態学的脆弱地などが含まれる。そうした保護地域の中から農業 生産性極大化をねらって確保さ

れ る優良農地、農業漁業用開発投資優先地区のことである。したがってSAFDZ設 定にあたっ

ては、(1)生産 と加工で競争的優位をもたらすような最適農業気候および環境条件の具備、(2農

業漁業用インフラ建設ならびに市場開発 という観点か らみた地理的位置の戦略性、(3農 地改革

コミュニティARC14あ るいは農地改革受益者 ・その他小農民が優勢な地区、という3点 が基準

となる(第6条)。SA:FDZは このように農業近代化の中心舞台と位置付けられているが、そこ

には工芸作物や農業関連工業化の推進は言及 されても、食糧安全保障政策との関連については

何の規定も見当たらない。

選定の主体は、農業省土壌 ・水管理局と地方自治体で、まず両者が協議 してそれぞれの自治

体内にSAFDZを 設定する。続いてそれが地図上で線引きされ、地方 自治体の議会で最終決定

される。その後、農業省が政令(administrativeorder)を 出して、そのSAFDZが 法的に農

業開発投資奨励地区となる。一旦SAFDZに 認定されると、向 う5年間は農地以外の利用転換は

認 められない(第9条)。

農業省土壌 ・水管理局発行のパ ンフレットによると、こうしてSAFDZに 指定された地区は

現在1,050万haに 達するといわれる15(Concepcion,c.2000;5)。 事実、BSWMで 確認する限

り、SA:FDZの 地図はすでに相当広い範囲にわたって出来上がっている。 しかし、線引きされ

たSAFDZの 現場で今何が起 こりつっあるのか、その実態はまだよく把握できていない。

(2)農 業漁業近代化計画

近代化法によると、農…業省は、農…民 ・漁民 ・民間部門 ・NGO・POお よび政府の関連機 関と

協議の上、中 ・長期総合農業漁業近代化計画を立案 ・実施すること、となっている(第13条)。

しかし、現時点で農業漁業近代化計画と呼ばれるものはどこにも存在 しない。

近代化法は、計画策定に当たって配慮すべ き最重要課題 として、食糧安全保障、貧困緩和 と

社会的公正、農民 ・漁民の所得向上、世界的競争力、持続可能性の5項 目を挙げている。近代

14AgrarianReformCommunityは 、 農 地 改 革 受 益 農 民 の脱 農 を阻 止 し、 進 取 的 農 民 社 会 創 設 の た め に

設 け られ た 、小 農 民 中 心 のモ デ ル ・コ ミュ ニ テ ィ。1993年 に始 ま った(DAR,1998;26-27)。

15こ れ は 国 土 面 積 の3分 の1に 相 当 し、1991年 農 業 セ ンサ ス 時 の 耕 地 面 積 とほ ぼ 一 致 す る。 とす る と、

SAFDZは 現 状 追認 とい うこ とに な り、 目新 しい もの は 何 もな くな る で あ ろ う。
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化計画の目指す食糧安全保障は、米および他の主食が人々の購入できる価格で入手可能な状態

を維持す ること、貧困緩和は農民の所得増大と農村での貧困の削減である(第14条)。 また、

世界 レベルでの競争力を高めていくことが強調 され、そのためにポス ト・ハーベス トの損失軽

減、加工食品の振興、国際貿易相手国の拡大、持続的農企業の振興、農民漁民の間に企業者精

神の涵養、経営の多角化 ・複合化、肥料 ・農薬使用の減少などの方向が推進 される、とある。

その場合、対象が小農民であるために、市中銀行 とは別の低利信用供与は不可欠の前提である。

同時にまた、灌漑施設の拡充、情報 ・販売支援サー ビスなどの支援はもとより、農業関連工業

化、その他インフラ建設に対 しても政府の手厚い支援の手が差 し伸べ られることになっている

(第26～59条)。 そのための支援財政規模 は、初年度だけで200億 ペソ(約500億 円)に 上る

(第111条)。 近代化法はその配分まで規定 していて、内訳は灌漑に30%、 ポス ト・ハーベス ト、

インフラ整備、農業関連工業近代化融資計画、研究開発にそれぞれ10%、 農民 ・漁民販売助

成システムに8%、 地方自治体雇入れ普及員の給与補助に6%、 農民 ・漁民組織の能力開発、

全国農業漁業教育システムに5%、 全国情報ネットワークに4%、 その他2%と なっている。

近代化法に沿った最初の具体的計画は、2001年7月 にアロヨ大統領が行った就任最初の施政

方針演説の中で示 されたと、いえる。大統領は、演説の中で農村の貧困緩和策 として100万 人

の雇用創出を発表、そのために200億 ペソの特別支出を提案、その配分は灌漑計画に60億 ペソ、

ポス ト・ハーベス ト向け20億 ペソ、インフラ投資20億 ペソ、信用供与のための資金20億 ペソ、

研究開発費20億 ペソ、その他60億 ペ ソとした。実は、この総額200億 ペ ソは近代化法の規程 と

同額であり、その配分も規程にほぼ見合 うからである。アロヨ大統領は、灌漑とポス ト・ハー

ベス トの80億 ペソで80万 人の雇用を創出し、残る20万 人の雇用は公有地の開放10万 ヘクタール、

私有地の開放10万 ヘクタールでもって達成できるとした(漁 切α,July25,2001)。

(3)食 糧安全保障

食糧安全保障(foodsecurity)は 、上述の近代化法の政策理念(公 平な分配、生産の持続

的拡大、生産性増大)と の関連で、貧困緩和と社会的公正、資源の合理的利用、世界的競争力、

持続的発展、能力開発、不公平な競争か らの保護など、理念実現のために設定された7つ の原

則の一つ と位置付けられた。その意味するところは、食糧の入手可能性(availability)、 十分

さ(adequacy)、 接近可能性(accessibility)、 貝冓入可能性(af蜜ordability)の4条 件を国家

が保障することとされる(第2条)。 定義的には、「食糧安全保障とは、現在ならびに将来世代

のフィリピン人の食糧需要に対 して量的に十分で価格的に購入可能なものを提供する、政策 目

標であり計画であり、かつ戦略でもある」 と規定されている。その場合、十分な食糧確保の手

毀が国内産米によるか輸入米によるかは原則的に問わない。「ただ し、米 と食用 白色 トウモロ

コシの国内自給は追及されなければならない」としている(第4条)。

国内産米の増産 ・自給化は戦後の歴代政権の最重要課題の一つであった。 しか し、1978年

の米自給化達成と、その後の米輸出による赤字の累積の前に、自給化の理想は大いに後退 した。
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近代化法では、取って付けたように 「自給の追求」がいわれるが、具体的方法はこの長文の法

律のどこにも見当たらない。第1部 第2章 の近代化計画のところに食糧安全保障の言葉が見え

るが、ここでも食糧安全保障とは、あくまでも 「米および他の主食が人々の購入可能な価格で

提供できること」とあるだけである。 ここから明らかなことは、政府は明確に食糧自給を断念

し、不足分はもっぱら海外からの輸入に依存する体制を構想 しているという点である。となる

と、現状で約200万 の米作農民 と100万 の トウモロコシ農民の多くは、今後、非効率を理由に

切 り捨てられることになるであろう。

ところで、政府は海外からの米輸入をどのような方法で実施するのであろうか。これまでは

NFAに その権限が独 占的に付与されてきた。 しか し今 日、構造調整の一貫として食料庁の民

営化に向けた内外からの圧力は一段 と高まっている。1998年 には議会内でNFA改 組法案が提

出された し、アジア開発銀行ADBは 穀物部門発展計画GSDP支 援融資(1億7,500万 ドル)の

条件 としてNFA民 営化 を迫っている(1Bα 〉劭6孟∫&Eg%78s;23-15/16)。 政府が どのような

方向でNFAを 改組 していくかが、今後注 目される焦点の一つである。

むすびにかえて

以上の検討で確認できたのは次の諸点である。

1.フ ィリピンではこれまで、米危機 と呼ばれ る現象が大体10年 に1～2度 程度の割合で

発生 してきた。その原因としては、国内の需要 と供給バランスがすれすれであること、輸入が

政府の採るべき最後の手段 とされてきたこと、大手米穀卸売商のカルチルの存在、などが考え

られる。

2.米 穀産業への国家介入は、生産者米価の安定と消費者への食糧の安定供給を主要な課題

として1937年 から今 日まで続いている。その実績の評価は容易ではないが、全体 として必ず

しも満足の行 くものではなかった。

3.農 産物貿易 自由化への政府の対応は、上下両院合同委員会の発足、農業漁業近代化法の

制定まで順調に進んだ。 しかし、近代化計画策定が遅れているために農民への影響は未だ顕著

ではない。

4.近 代化法の内容から判断する限り、農業漁業部門近代化の中心基盤はSA:FDZで あるこ

と、SA:FDZと 食糧生産は切 り離 されていること、従来のような食糧 自給は断念 され もっぱら

海外からの輸入に依存 した形での食糧安全保障が構想されていること,こ れまでの小農制は企

業、団体、組織による垂直統合によって大きく切 り崩されるとみられること、などが確認され

る。

5.食 糧安全保障をだれが保証す るか とい う点で、当面、NFA改 組の行方が大いに注目さ

れる。また、これまで近代化法に沿った計画策定が遅れていたために、自由化の影響が未だはっ
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きりと現れていない。今後は農村部で実際にどうい う形のインパクトとして現れるか、注 目し

なければならない。

*本 稿執筆のための現地調査(2001年7月17日 ～8月2日)に は、立教大学交換研究員制度

の助成を受けた。その際の受入れ協定校 は、フィリピン ・アテネオデマニラ大学であった。
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